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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
国
民
健
康
保
険
の
特
別
調
整
交
付
金
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
五
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
等
の
法
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
特

別
調
整
交
付
金
（
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
及
び
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和

三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
の
特
別
調
整
交
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
算
定
方
式
自
体
に
は
誤
り

は
な
く
、
平
成
五
年
度
に
導
入
さ
れ
、
特
別
調
整
交
付
金
等
の
申
請
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
調
整
交
付
金
申
請
書
作
成
シ
ス

テ
ム
」
（
以
下
「
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
の
医
療
保
険
制
度
改
正
に
伴
い
特
別
調
整
交
付
金
の
算
定
方
式
が
改
正
さ
れ
た
た
め
、
昨
年
の
秋
に
シ
ス

テ
ム
の
見
直
し
を
行
っ
た
際
、
厚
生
労
働
省
の
担
当
者
が
そ
の
誤
り
を
発
見
し
た
も
の
で
あ
る
。

当
初
、
当
該
担
当
者
は
、
調
整
交
付
金
（
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
調
整
交
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、

予
算
の
範
囲
内
で
交
付
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
庫
負
担
金
の
よ
う
な
実
績
に
応
じ
て
精
算
す
る
と
い
う
考
え
方
が
な
い
の
で
、

過
去
に
交
付
し
た
も
の
に
つ
い
て
精
算
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
た
め
、
昨
年
秋
の
段
階
で
は
対
応
を
と
ら

一



な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
毎
年
、
調
整
交
付
金
の
交
付
申
請
に
当
た
っ
て
は
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
作
成
し
た
フ
ロ
ッ
ピ

ー
デ
ィ
ス
ク
を
交
付
申
請
書
に
添
え
て
提
出
す
る
よ
う
各
市
町
村
に
通
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
シ
ス
テ
ム
に
つ
い

て
は
、
複
数
の
民
間
事
業
者
で
開
発
し
、
各
市
町
村
が
購
入
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
お
尋
ね
の
契
約
の
方
式
等
は
把

握
し
て
い
な
い
。

七
及
び
八
に
つ
い
て

シ
ス
テ
ム
の
誤
り
に
よ
る
過
不
足
額
等
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
精
査
中
で
あ
り
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
必
要
な
措
置
を

検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

九
か
ら
十
一
ま
で
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
報
道
機
関
か
ら
今
回
の
事
案
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
ら
れ
た
た
め
、
本
年
六
月
二
十
六
日
に
説

明
の
場
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
。

二


